
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  同族間売買に同族会社の行為計算の否認 

Ｑ：相続対策として会社の不動産を被相続

人に高額で売買した事案に同族会社の行為計

算の否認規定が適用されたとか。どのような

内容だったのですか？ 

 

Ａ：不動産の売買価額は、不自然不合理で

あり、結果として、相続税の負担が不当に減

少していると認定し、納税者の請求を棄却し

ました。 

【解説】 

事の発端は、被相続人が相続開始直前に同

族会社から借入をして、同族会社の不動産を

相続税評価額の約13倍にあたる高額な価額で

買い取ったこと。この取引によって相続税額

がゼロになったことから、原処分庁がこの契

約に対して同族会社の行為計算の否認規定を

適用。相続税の決定処分、並びに無申告加算

税の賦課決定処分を行ったため、相続人らが

その取消しを求めて審査請求に及んだという

もの。 

請求人は、こうした行為は同族会社の再建

目的でやむを得ないものであり、相続税の負

担を不当に減少させる意図は全くなかった、

相続税を負担する能力がない者にまで相続税

を賦課するのは違法として取消しを求めてい

ましたが、裁決では、不動産の売買価額が殊

更に不自然、不合理であり、利害関係が共通

しない経済人当事者の間では通常行われない

ものであり、その結果も相続税の負担を不当

に減少させるものとなっているとして、原処

分庁の処分を妥当と判断、相続人らの請求を

棄却しました。  

Ｒ Ｅ Ｄ Ａ Ｓ   Ａ
リ ー ダ ァ ス ク ラ ブ

 

１９９４年 １月 ６日 創 刊 ・毎 日 発 行  

リ ー ダ ァ ス ク ラ ブ Ｆ Ａ Ｘ ニ ュ ー ス  

（２００5 年）平成１７年  月 日 金曜日  ８ １   ２

発行所 株式会社 
大阪市中央区平野町３－１－１０  
編集発行人：税理士 三輪 厚二  

Tel  ：06-6209-7678

Fax ：06-6209-8145ＦＰシミュレション― 

第 

 

２ 8 4 3  

 

号 


